
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
二
十
五
号

夜
間
課
程
を
置
く
高
等
学
校
に
お
け
る
学
校
給
食
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
夜
間
課
程
を
置
く
高
等
学
校
に
お
け
る
学
校
給
食
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
五
十
七
号
）
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
及
び
第
十
条
の
規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
設
置
者
の
負
担
す
べ
き
夜
間
学
校
給
食
の
運
営
に
要
す
る
経
費
）

第
一
条
　
夜
間
課
程
を
置
く
高
等
学
校
に
お
け
る
学
校
給
食
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
夜
間
学
校
給
食
（
以
下
「
夜
間
学
校
給
食
」
と
い
う
。
）
の
運
営
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
法
第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
法
第
二
条
に
規
定
す
る
夜
間
課
程
（
以
下
「
夜
間
課
程
」
と
い
う
。
）
を
置
く
高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
設
置
者
が
負
担
す
る
経
費
は
、
次
に
掲
げ
る
経
費
と
す
る
。

一
　
夜
間
課
程
を
置
く
高
等
学
校
に
お
い
て
夜
間
学
校
給
食
に
従
事
す
る
職
員
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
六
十
条
又
は
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
夜
間
課
程
を
置
く
高
等
学
校
に
置
か
れ
る
職
員
を

い
う
。
）
に
要
す
る
給
与
そ
の
他
の
人
件
費
。
た
だ
し
、
市
町
村
立
の
学
校
に
あ
つ
て
は
、
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
の
負
担
と
さ
れ
る
経
費
を

除
く
。

二
　
夜
間
学
校
給
食
の
実
施
に
必
要
な
施
設
及
び
設
備
の
修
繕
費

（
国
の
補
助
）

第
二
条
　
国
が
、
法
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
夜
間
学
校
給
食
の
開
設
に
必
要
な
施
設
又
は
設
備
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
補
助
す
る
場
合
に
は
、
次
条
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
三
分
の
一
を
補
助
す
る
も
の
と
す

る
。

（
夜
間
学
校
給
食
の
開
設
に
必
要
な
施
設
に
要
す
る
経
費
の
範
囲
及
び
算
定
基
準
）

第
三
条
　
夜
間
学
校
給
食
の
開
設
に
必
要
な
施
設
に
要
す
る
経
費
は
、
当
該
施
設
の
建
築
に
要
す
る
経
費
と
し
、
当
該
建
築
を
行
お
う
と
す
る
時
に
お
け
る
建
築
費
を
勘
案
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
一
平

方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
建
築
単
価
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
学
校
に
応
ず
る
当
該
各
号
に
掲
げ
る
数
（
夜
間
課
程
の
す
べ
て
の
学
年
の
生
徒
を
収
容
す
る
に
至
つ
て
い
な
い
高
等
学
校
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
す
べ
て
の
学
年
の
生
徒
を

収
容
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
の
数
を
基
準
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
数
と
し
、
以
下
別
表
に
お
い
て
「
生
徒
の
数
」
と
い
う
。
）
に
応
じ
別
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
面
積
を
乗
じ
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
建
築
を
行
な
う
年
度
の
五
月
一
日
以
前
に
夜
間
課
程
が
置
か
れ
た
高
等
学
校
　
当
該
建
築
を
行
な
う
年
度
の
五
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
学
校
の
夜
間
課
程
に
お
い
て
行
な
う
教
育
を
受
け
る
生
徒
の
数

二
　
当
該
建
築
を
行
な
う
年
度
の
五
月
二
日
以
降
当
該
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
に
夜
間
課
程
が
置
か
れ
る
高
等
学
校
　
そ
の
課
程
が
置
か
れ
る
日
に
お
い
て
当
該
学
校
の
夜
間
課
程
に
お
い
て
行
な
う
教
育
を
受
け
る
生
徒
の
数

三
　
当
該
建
築
を
行
な
う
年
度
の
翌
年
度
中
に
夜
間
課
程
が
置
か
れ
る
高
等
学
校
　
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
そ
の
課
程
が
置
か
れ
る
日
に
お
い
て
当
該
学
校
の
夜
間
課
程
に
お
い
て
行
な
う
教
育
を
受
け

る
こ
と
と
な
る
者
の
数

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
夜
間
学
校
給
食
の
施
設
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
既
設
の
施
設
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
り
の
建
築
単
価
に
乗
ず
べ
き
面
積
か
ら
当
該
施
設
の

面
積
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

（
夜
間
学
校
給
食
の
開
設
に
必
要
な
設
備
に
要
す
る
経
費
の
範
囲
及
び
算
定
基
準
）

第
四
条
　
夜
間
学
校
給
食
の
開
設
に
必
要
な
設
備
に
要
す
る
経
費
は
、
当
該
設
備
の
整
備
に
要
す
る
経
費
と
し
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
生
徒
の
数
並
び
に
夜
間
学
校
給
食

を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
規
格
及
び
数
量
の
設
備
の
整
備
に
要
す
る
経
費
を
基
礎
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
本
校
及
び
分
校
）

第
五
条
　
前
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
本
校
及
び
分
校
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
一
の
学
校
と
み
な
す
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
三
月
三
一
日
政
令
第
九
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
八
月
一
四
日
政
令
第
二
三
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
学
校
給
食
法
施
行
令
及
び
夜
間
課
程
を
置
く
高
等
学
校
に
お
け
る
学
校
給
食
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
八
年
度
の
国
庫
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
七
月
一
六
日
政
令
第
二
七
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
学
校
給
食
法
施
行
令
別
表
及
び
夜
間
課
程
を
置
く
高
等
学
校
に
お
け
る
学
校
給
食
に
関
す
る
法
律
施
行
令
別
表
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
九
年
度
の
国
庫
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
三
月
二
七
日
政
令
第
四
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
四
月
一
日
政
令
第
一
五
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
〇
月
三
〇
日
政
令
第
三
五
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
二
月
八
日
政
令
第
二
七
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
五
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
二
月
一
二
日
政
令
第
三
六
三
号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
（
第
三
条
関
係
）

生
徒
の
数

面
積

二
〇
〇
人
以
下

九
六
平
方
メ
ー
ト
ル

二
〇
一
人
か
ら
四
〇
〇
人
ま
で

一
二
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

四
〇
一
人
か
ら
六
〇
〇
人
ま
で

一
五
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

六
〇
一
人
か
ら
九
〇
〇
人
ま
で

一
八
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

九
〇
一
人
か
ら
一
、
二
〇
〇
人
ま
で

二
〇
四
平
方
メ
ー
ト
ル

一
、
二
〇
一
人
か
ら
一
、
五
〇
〇
人
ま
で

二
一
六
平
方
メ
ー
ト
ル

一
、
五
〇
一
人
以
上

二
二
八
平
方
メ
ー
ト
ル
に
、
一
、
五
〇
一
人
を
超
え
る
三
〇
〇
人
ご
と
に
一
二
平
方
メ
ー
ト
ル
を
加
え
た
面
積
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